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東北大学川内北キャンパス 仙台市青葉区川内4 1
マルチメディア教育研究棟 2 F M 2 0 6 入場無料 ･ 資料代:､5 0 0 円

第1 部 薬 害被害の 実態報告 一 8 団体より 一

時集 サリドマイド

第2 部 徹底討論 r 薬害の歴 史か烏何を学ぶ か? ｣

P M D A によるお薬相談と副作用救済相談も同時開像!
仙台市営パ ス
●･川内北キャンパンス 帝ホ｢ ル前下車(仙台駅前9 番の 川ま)
●川内郵便局前下車( 仙台駅前1 6 番のりば∋
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公益財団法人い しずえ け リドマイ ド福祉センタ
ー ) h t士P :// W 冊 Q Q 8 .,u P P . S O , n e L n e .j p/ is hjz u e i

サリ ド マイド剤 は 轟 静 ･ 催 眠斉りと し て 1 9 5 0 年 代 未
ふ
)

･ 6 0 年 代 初 め に 4 ロカ 周 以 上 で 販 売 さ れ､ そ 由 催 奇 野 陰 に より手 足 や 耳な

どに 障害 を持 っ た 被 害児 が 数千 名 盤 ま れ事 した｡ 日本 で は 回 収 が連れ殿 上 ､ 胃腸薬 に も 野合 法れ ｢ 妊婦 にも 安 全｣ と宣 伝 し販売 さ

れ ま■した ｡ 1 Q 年 に およ が 裁判 奄 経 て ､ 1 9 7 4 年 に和 解 ｡ 現 在 は被 害 者 福 祉 のl ま か ､ サ リドマ イ ド復き割 こ基る 新 たな 被 害 防 止 を撞ぶ

め と する 薬 害 防 止等 に 関 す る 事 業 に 取り組 ん で し1 ます ｡ 被 害 者 数ニ3 8 9 名 ｡

〒 1 5 3- 0 0 6 3 日黒区目黒 ト 9- 1 9 t e1 0 3- 5 4 3 7- 5 4 9 1 f a x O 3- 5 4 3 7- 5 4 9 2

大阪H I V 薬害訴訟原告団 東京 H I V 訴訟原告団

米 国 売 血 由 来 非加 熱 血 液 製 剤 をイ吏用 して い た 日 本 の 血奉 病 患 者 等 約 5 .
0■0 こ)人 は 次 々 と H I V ( エ イ ズ ウイ ル 系) に 感 染 し ､

感 染 者 約 1 . 5 0 0 A の う も 6 8 6 名･∈･2 0 1 4 年 5 月 末 現 在) が 死 亡 し た ｡ 生 存 被 害 者 も 重 複 感 染 した Cン型 肝 炎 を 抱 え 厳 し い 闘

病 を 余 儀 な くされ て い る ｡ 国 は 当 時 安 全 な 国 内 血 寮 の 利 用 や 加 熱 製 剤 の 早 期 導 入 を 行わ ず 被 害 を 放 置 ｡ 1 9 8 9 年 5 月 に 大

阪1 【〕月 に 東 京 で 国 ､ 企 業 に 対 して 提 訴 ｡ 1 9
し

9 6 年3 月■和 解 成 立 ｡ 2 Q l l 年 5 月 提 訴 着 金 真 の 和 解 成 立 ｡

大 阪: 〒5 3 0- 0 0 4 7 大 阪市北 区 西 天 満4- 4-1 3 三 共 ビル 梅新1 0 階 開成法律事務 所内 t e 1 0 6- 6 3 6 4- 4 1 1 4 f a x O 6- 6 3 6 4- 4 1 1 5

東 京 : 〒1.
6 之- 0 8 1 4 新宿 区新小川町9.- 2 3 新小川 町ビル.5

F はばたき福祉 事業団 内 t e1 0 3
- 5 2 2 8- 1 2〔)P′f 早X O ≡卜5 2 2 7 - 7 1 2 6

薬害ヤコブ病被害者 ･一弁護団全国連総会議 h tt p = 〝 榊 W 亜 n 郎.j p

薬 害 ヤ コ ブ砺引患｣ 閣外 料 亭 術 め 際 に 移ヰ直護 れ た ヒ トタ巨体 由 来 め 乾 燥 硬 睦 が 原 因 で 起 こ り ま した q ヤ コ ブ 病 は ､ 治 療ヌ去′も な く ､

発 症 す る と植物 状 態 とな り ､ 数 ヶ 月 か ら 数 年 で 死 に 至 る 悲 惨 な 病 気 で ､ こ の 薬 害七ま
｢ H I V 薬害 ｣ と 全 くl司 じ 構 造 で 繰 り返 さ れ

ま し た ｡ 家 族 の 悲 し み ､ 無 念 引 よ言葉 で は 言 い 表 せ ま せ ん ¢ 2 由一D
2

, 鼠 2 5 に 和 解 ･ 確 認 書弓締 結 ｡
2 0 1 4
.
7
.く
3 1 現 在 も 提言斥数 1 3 8

名 ､ うも 和 解 勢 1 2 5 名 で ､ 最 長 舞伐 期 間 約 3 1 年 ､ 厚 労 省 把 握 患 者 綺 数 臥 1 4 3 名 と増 加 重商領 て い ま す ｡

〒1 7 1- O D 2 2 豊島区 酉池 袋1-1 7 - 1 0 工 キ = ア池 袋6 暗 城兆さ鼓繹 事務所 内 ヤコ ブ病 サポ ー トネッ トワーク東京事惑 局
t e1 0 3- 6 3 8 0- 1 6 4 4 f a x O 3- 3 3 5 2- 9 4 7 6 E- m ail c s- n e t .t O k y o @ it k e e p e ｢ . n e.j p

ス モ ン( 2 団体をまとめて 紹介)

ス モ ン は ､
整且宕剤 キ ノ ホ ル ム に よる薬 害 ○ ト 医 師 の】受 薬 草

i
市 賑 襲に よ っ て 多 くとp 板 書 奄 受 け ま した ｡ 死 亡 ､

.
失 明 ､ 歩 行 障 害 ､ 自律

神 経失喜臥 全 身 に 障 害 が 及 ん で い ま す ｡ 披 害 者 1 2 .
8 ニロ′ロ人｡ 1 0 数 年 に わ た る 裁 判 闘 争 の寺結果 ､ 1 1 地 裁 で の 勝 訴 判 決 を経 て ､

｢
確 認 書｣ に よる 和 解｡ 薬 事享去の 改 正 と 医 薬 品 副 作 用 被 害 救簡 基 金 法潅 利 達 さ せ る む 現 在 も言葉 害 根脛 庭 被 害 者 対 策 と して の

恒久 財喪家 求 め て 被 善書 が 団 給 し て 奮 闘 中｡

ス モ ン の 会全国連 絡協議会

〒1 6 0- 0 0 2 2 新宿 区新宿2-ト 3 サ ニーシテ ィ新 宿御苑1 0 01 室 t e】 0 3- 3 3 5 7- 6 9 7 7 f 8 X O 3- 3 3 5 2- 9 4 7 6

N P O 法 人 京 都スモ ン 基金

〒6 0 4- 8･2 乏7 京都市 中哀区酉洞 院蛸鷲 師下ル 古西 町4 4 白 藤和 シテ ィコープ 西洞 焼1 0 3 t e 17 f 8 X ¢7 5
-

2 5 6- 2･4 1 Q

M M R (新三種混合ワクチン)■被害児を救援する会 注ニM (L 乱 か) M 摘た店､ 細 ぜ) R 摘 ル揖 h tt p =// W W W . n､e .｣ pl a s<a hi/ k r / h r/ m m r/

1 9 日 9 年 4 月 導 入 の M M R ワ クチ ン佃 ､ j 療告 ら の 薬 事 法 違 反 と 中 止 判 断 の 誤 り か ら ､ 1 8~0 万 人 接 種 で 約 2 千人 に 被害 を及 ぼ

し ､ 3 家 族 が 提 訴 ｡ 2 0 8 6 年 4 月 大 阪 高 裁 判 決 雇 で に 被 告 国
･ ( 財) 阪 大寺萩生 物 療 研 究 会 の 責 任 は確 達 し た が ､ 国 は

｢ 判 決 娃

受 入 れ∃醍 い ｣･と し ､岩射罪 を 拒 否 ､ 賠 償 も 全 観 企 業 に 押 し可守け た ｡ 2 0 〔) 9 年 ワ クチ ㌢後 進 国 諭 を 背 景 に ､ ～≦去改 正 論盲義が 姶 募 る 中 ､

M M R の 中 止 判 断 に 重 要 象 2 次 感染 ､ 審 議 会 関 係 者 (カ 中 止 反 対 な ど 今 毒:お 検 証を 要 す る 課 題 が 多 い ｡

〒 6 1 1- 0 0 2 1 宇治市 宇王台蔭 山6 8- 3 7 t e l/ f a x O 7 7 4- 2 ト 4 5 3 3

薬害筋短絡症の 会 h ttp = 榊 W W Q 1 5 ( U P P .S Q- n 吐 n e.j pl ki nt a n /

琴短 縮 症 は 7 9 7 ≦き年 に 自 主 検 診 医 師 団 に よ り社 会問 題 化 さ れ る1･0 年 前 に ､ 医 療 制 度 の 運 用 に 基 づ く風 邪
･､ 発 熱 の 症 状 に 対

して 不 工払要 な 薬 剤 注 射 がjT た れ ､ 全 国 的 に発 生 し ま した ｡
こ め 結 果 正 常 な身 体 で 生 ま れ た 子 供 が成 長 す る と 共 に ､ 手 足 の 障

棄 の み で 奄 く ､ 精 神 的奄 苦 痛 奄 受 ける 事 と頻 り課し た p 各 地 の 裁 判 で 原 因 究 明 も終 わ り和 解 し課 した が､ 我 々 被 害 者 は会 を

継
‥

続 し被 害 者 対葺惹と 医 療 t 薬 害 の 被 害 者 を 出 させ 毒: い 運 動 を 続 けて 行 き ま す ｡

〒 6 1 l- O Ci3 1 宇治市広 野町丸 山55
-

1 4 岸労務事 務所 f a x O 7 7 4
- 4 4 q 7 3 4 Q E- m a il k t at s u ki @ c b 3.

癌0 → n 牢tT
n g
.｣ p

陣痛促進剤による被害を考える会 汁叩 = 仰 Q m 印 相 e l . n 昭 ¥ . e 臼 m / h k r 川 軸i/

出 産 時 に 陣痛 を 起 こ した り 強く した り
.
す る 藍 ､

｢
陣痛 促 進 剤｣ 〔草乱 用 に よ る 重 篇 な副 件用 ( 過 強 陣 痛 へ 子 宮 破 裂 ､ 軍票管 裂 傷 ､ 羊

水 塞 栓 等ラで ､ 胎 児 仮 死 や丑副生麻豪華べ 母児 の 死 亡 が お と を 絶 た な いふ 2 0 年 以 上 に わ たる 厚 労 省 交至歩の 結 果 ､ 薬 の 添 付 文 書 は

再 三 改 訂 さ れ ､ン2 0 1 ロ年6 月に も
r
ま払要 性 及 び危 険 性 を 十 分 説 明 し 同 意 を 得 て か ら使 用 する こ と ｣

｢ 精 密 持 続 点滴~装 置 奄 用 い る

こ と ｣ と 改 訂 さ れ た が ､ ま だ 十 分 な 内 容 と 睦 言 えずこ産 官 学 ⑬ 不 作 為 が 被 害 を4広大 させ て い る.｡

〒 7 9 4- 0 2 8 5 今 治市榔六 ケ 内町 2- 3- 2 4 t e l/ f a x O 8 9 8- 3 4- 3 1 4 0 E- m a il a- d e m o t o ◎ a m b e r . p[ al a . o r .j p

薬害肝炎全国原 告団 h ttp ; 〝w w w . y a k u g a Tr h c v .j pl

出産 日専や 外科 ≠ 術 暗 ､
止 血 剤 と して フ ィ ブ リノ ゲ ン 製 剤 や 舞9 国 子 製 剤 くク リ ス マ シ ニ′な ど) を 投 与 き れ た 多 くの 患者 が C 室型肝

炎 ウ ィ ル ス に 感 染 ぎせ ら れ た ｡ 2 0 P′2 年 1(〕月 に 東 京 ､ 大 阪 で 提 訴守象､ 福 岡 ､ 名 古 屋 1 仙 台 も あ わ せ た 5 地 裁 で 国 と 田 辺 三 菱 製

薬( 株プ等 と5 年 余 り畷 裁 判 闘 争 を 経 て ､ 2 ロQ 6 年 ､ 薬 害 肝一炎 被 害 者 救 済法 が 成 立 しく､ 国 と の 間 で諸口解 ｡ 現 在 ､ 医 薬 品 行 政 の

第 三 者 監 視 機 関 設 置 要 請 ､ 薬 害 載 育 及 び 資 料 調 査 会 ､ 肝 毅 対 策 推 進 協 議 会 を 協 議 中 p 原 告 数 2 ,0 8
_
3 名 ( 2 0 1 4. 5 現 在) ｡､

〒 1 Z 4- 8 0 2 5′葛飾 区西 新小岩1
- 7- 9 西 新小岩 ハイツ 5､

0■6 福 地 ･

野 田 法律事務 所 t 副 Q 3- 5 男9 8- 8 5
:9 2 f 8 米 ロ3- 5 昏9 弓- 7 5 1 2

イ レツサ薬害被害者の会 htt p :// i 2 5､0 - h 廟 i n 幽 i . G n 巾 / l N【〕E 汎 h_
t m

_
l

夢 の 新薬 と し て ､ 2 ロ0 2 年 7 月 に 僅 か 5 カ 月 め 審査 で ス ピード承 認 さ れ た 抗 が ん 剤 イ レ ンサ は ､ 販 売 直 後 か ら死 亡 被 害 力甲日数 ぎ

緊 急 安 全 性 情 報 が 出 言 れ る 事 態 とな る パ酔 客は 提 訴 ま で の 2 年 単 に 集 中 ､
5 5 7 人ノ

の 死 亡 が 報 告 さ れ た ｡ 自宅J眼用 黍 推 奨 した

安易 な 処 扇 と ､ 抗 が ん 剤 に よる 死 亡 は膏 薬 上 仕 方 な し とさ れた ∈ と に 対 し之0 0 4 年 ア月 ､

｢
ガ ン 患者 の 命 の 重 きを 問 う｣ 訴 訟蜜

提 起 ｡ 6 年 半(顎審ま里を行 っ た地 裁 は ､ 国 と 企 業 に責 任 あ りと 判 決 を 下 す が ､ こ の 判 決 は 不 服と被 告 側 が控 訴 ｡ 最高 裁 濠 で 衛 しヽ

た 裁 判 は ､ 2(〕1 3 年 4 月 ､ 上 告 棄 却 の 判 決 が 下 さ れ 原 告 側 の 逆 転 敗 訴 が 確 定 し､終結 ｡

問い 合わせ 先 t e 1 0 4 8- 6 5 3- 3 9 9 8 f a x O 4 8- 6 5 ト 8 0 4 3




